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 5． 組織的に対応し記録をのこす

第三に、組織的に対応し記録をのこすとともに、不用意な返事はしないことです。その場しのぎ

の対応が問題の傷口をより一層広げてしまうことになります。直接的に対応するのは担当者個人

であっても、その人たちだけに任せず、組織的にバックアップすることが大切です。相手が暴力

的言辞を連発すると予想されるようなところには誰も行きたくないと思うのは当然です。だから

こそ幹部は、常に冷静で組織的な対応を推進しなければなりません。相手に言質を与えず、相手

を刺激するような不用意な言動も避ける必要があります。さらに、相手との接点や交渉場所など

についても組織的に判断する必要があります。原則として相手の指定する場所に行かない、相手

より少ない人数で会わないことなどです。エセ同和団体との交渉は心理戦であり、相手に飲み込

まれる雰囲気を作らないことが大切です。

第四に、先に述べたこととも関連する、脅しの内容、要求の内容を熟知しておくことです。

ある｢エセ人権団体｣が、実質的に主催する行事に後援しない企業団体の代表企業に対して｢差別

だ｣といって、本社前に座り込みをしたことがありました。その企業は毅然と対応し、理不尽な｢

エセ人権団体｣の行動は、逆に社会的な非難を浴びる結果になったことがありました。その団体は

差別事件を起こした企業から毎月五十万円のコンサルタント料などを受け取っていましたが、こ

のように機関誌代･コンサルタント料などの名目で金をとり、被害企業が自発的に決めたようにす

る場合も存在します。

時には、株主総会や民事、商事の各種訴訟手続きを利用したり、ブラック系出版物への誹謗記事

の掲載や、｢差別だ｣といって企業の本社･支店前での企業攻撃などの行動をちらつかせて脅すとい

ったようなこともあります。このような内容を熟知しておく必要があります。

 

 6． 法的対応と正当な解決をめざす

第五に、みずからの過ちを隠さず、相手の不当、不法な攻撃に対しては、法的対応をタイムリー

に行う事です。脅迫的言辞を伴う不当な金品の要求であれば脅迫罪、無理に交渉を求めれば強要

罪、嫌がらせとしてビラを貼るなどの行為があれば軽犯罪法第一条三十三号違反、その他にも相

手の行動によっては、住居侵入罪、器物損壊罪にもなります。それら各種の保全手続きなどを活

用するとともに、裁判は長期化するため仮処分なども有効であるといえます。日本の司法はいま

だ二割司法といわれる現状にありますが、それでもこれらの法的手段がケースによっては有効に

なります。

その前提として、企業なども人権性･合法性･倫理性・公式性･公開性などを厳守していることが

重要です。

第六に、あくまでも正当な解決をめざすことが肝要であるとともに、正当な解決基準は人権や法

律問題の専門家に相談することも重要です。

企業などが過ちを犯し、損害を与えれば謝罪し、弁償するのは当然であり、差別事件を起こせば

真摯に反省し、再発を防ぐ取り組みをするのも当然です。それらのことを決して忘れれはなりま

せん。こうした点をふまえたうえで、不透明な妥協･譲歩は問題の解決にはならず、トラブルの始

まりにすぎないということを自覚する必要があります。

企業は問題を起こしたことで非難されるよりも、その問題にどのように対処したかによって非難

されるということを改めて肝に銘じる必要があります。

最後に、本書に記述したことが、人権確立・差別撤廃のために活用されることをお願いしておきます。
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　　　　保険事故に関して「同和関係者」と名乗る人物が不当な介入をしてきました。　　

　　　　　法外な要求をもちだしてきて、困っています。 

 

 

　　　　いかなる名称を使う人でも、当事者から正式な委任を受けていたり、当事者で

ある場合は正当な関係者ですから、真摯に交渉しなければなりません。逆にどのような肩

書きでも、正当な関係者でなければ交渉の当事者とはなりえません。 

まして同和団体を口実に不当な要求や行動あるいは不正な行為を行うとしたらその行為

はえせ同和行為であり、毅然とした対応で排除していかなくてはなりません。難しいこと

ではなく、あくまでも規定に則り、倫理・順法の立場で対応すればよいのです。 

えせ同和行為者は巧みに相手を愚弄しあるいは挑発して失言を誘い、言葉じりをとらえ

て責めてきます。このような挑発に乗らず、冷静に根気よく対応してください。 
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　　　　　同和団体を名乗る人からグループ会社の社長や事業所長に直接、同和問題に関

　　　　　　する書籍購入の依頼の電話があり、「同和問題の研修状況」や「同和問題に関し

　　　　　　て読んだ書籍」を聞かれ、返答に窮した。そこを追求されたのでつい図書の購

　　　　　　入を約してしまったが、今後はどう対応すればよいのでしょうか。 

 

 
　　　　まず、応急手当をしましょう。本の解約・返送です。電話での勧誘については
別項目を参照の上、返却してください。返却すると余計に脅されないか心配でしょうが、
法律に則した行為ですから問題ありません。「Q：電話で脅され、不安です」の回答を参照
してください。自信をもって、時間稼ぎをされないようにきっぱりと断ってください。 
次に、今後このようなトラブルに巻き込まれないための対策を考えましょう。そのため
にはまず、会社として人権問題に対する考えを明確にしておくことが必要です。そしてそ
の「考え」はトップも含めた管理職はもとより、全社員が理解しておくことが大切でしょ
う。ぜひ継続した啓発・研修を行ってください。啓発・研修については行政の人権担当窓
口や公共職業安定所、各地域の企業連絡会などへご相談ください。「人権情報ネットワー
クふらっと」も、参考にしてください。 
その他にも、人権問題に関する難しい用語や法律の動きなどを次々に挙げて質問し、答
えられないと「ほらみろ、人権問題がわかっていないではないか！本を買って勉強しろ！
そうでないと差別者として糾弾するぞ！」と、突っ込んでくる手法が多く報告されていま

す。けれども、このようなことをいきなり聞かれても、明確に答えられる人は少ないもの

です。答えられないからといって差別をしていることにはなりません。堂々と「それでも

いりません。勉強はよそでします」と答えてください。 
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